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2 0 0 0 年5 月5 日の こ どもの 日 に全 国 1 4 カ所で 実施 され た チ ャイル ドラ イ ンを核 に して 、

現在全国 15 カ所 く石川・ 福井・ いわき・ 干葉・ 世田谷・ 国立・≡重・ 和歌山・大阪・神

戸・広島・ 愛媛・ 大津・ 兵庫 （前出の神戸とは異なる）・ 名古屋〉で開設中。さらに準備中

の所が〈米子・埼玉・武蔵野・佐世保・茨城・京都・福岡・ 宮城・和泉 （大阪）〉の9 カ所で

す。（チャイル ドライン支援センター調べ）それ以外にも品川・ 目黒 （すべて東京）などで

チャイル ドラ イン実施 への動 きが見 られる よ うで す。、

以下 で は、5 月5 日の子 どもの 日 にチ ャイル ドライ ンに参 加 され た久保 田 さん に、当 日の

報告 とチ ャイル ドラ インの これ か らにに ついて を 、2 ペ ー ジ上 段 では せた がやチ ャイル ドラ

イン運 営委 員の 昧 岡さん に、 6 月 に常 設さ れた せ たが やチ ャイル ドライ ンの 5 カ 月 につい て

を報告 してい ただき ま した 。

日チ ャイル ドラインに参加 して

久 保 田 邦 子 （共育を語る会）

全国 一斉 キ ャンペ ー ン

チ ャイル ドラ イ ン支 援セ ンター の呼 びか けで 、5 月 5 日午前 1 0 時か ら7 日午前 1 0 時 ま で、

4 8 時 間のチ ャイル ドライ ンが全国 1 4 カ所 で実施 され ま した 。

参加 したのは、石川・福井・いわき・干葉・世田谷・国立・≡重・和歌山・大阪・神戸 ・

広島・愛媛・大津・東京（チ ャイル ドライン支援センターの特設）です。

目黒 区で チ ャイル ドライ ン設 置の 可能性 を探 る 、共 育 を語る 会 ′のメ ンバー も、乗京 チ ャ

イル ドラ インの 受 け手 や事務局 ス タ ッフ と して報 告集 会 （ 10 月 2 7 ・ 2 8 日） まで 関わ る事

になりました。また報告書の編集に携わることで各地の状況を知り、私達のこれからの活動

に大変薫重な情報を得る事が出来ましたので、ここにほんの一部をご紹介 します。

電話の本数

期間中に全国から寄せられた電話は、2 3 3 7 件（無言電話も含む）。最も件数の多か ったの

は東京の7 4 3 件。これは各 T V 局のニュースなどで東京の電話番号が放送されたり、電話の

回線を 5 本用意 した事が影響 していると思われます。 2 番 目に多かつたのが石川の3 2 2 件。

ここで は、 N T T や 携帯・ P H S な ど企業 の協力 で フ リータイ ヤル が確保 でき ま した。

どの地域もポスター・チ ラシだけでな く子 どもの手 に届きやすいカー ドを配 つた り、マ スコミ

の協力や企業からの支援、教育委員会との連携など周知には様々な工夫をされていたようです。

電話の内容

無言 電話 は全国 で 10 0 0 件近 くあ り、 す ぐに切 って しま った ものも 多か った けれ ど、 じつ

とこち らの様 子 を伺 っている もの、 すす り泣 く声や ため息 だ けが聞 こえ るものな ど、 どの電

話も受 け手 に取 って は後髪 を引か れるよ うな思 いで受話 器 を置 く結果 とな りま した。

年齢では中高生が圧倒的に多 く、性別では小学生までは女子がほとんど。中学生は女子が

約5 1％（乗京は5 5％）。高校生は男子が約6 5 ％（同8 0 ％）と逆転。電話内容ベス ト3 は、女子

（ 丑友達 ② い じめ ③異性 。男子（訓生（かい じめ （卦友 達 。東京 で は、虐 待 に関す るもの が8 件あ

りま したが 、いずれ もかな り深 刻な もので した。

1 0 代2 0 代の看 い受 け手 が 活躍 した地域 もあ りま した 。同年 代の方 が話 しや すい とい う子

も多 いと思 いますの で、ぜ ひ広 が ってい って欲 しいもの です 。

チ ャ イ ル ドラ イ ン の これ か ら

「ど う して2 日間 しか や らな いの」 と い う子 ども の声 があ りま した 。今 回のキ ャンペ ー ン

に参加 した各地の感想では、多 くの地域が 釘常設化』の必要性を上げていました。本当は期

間限定 のイベ ン トでな く、か けた くな った らいつで も安心 して かけ られる 電話が 期待 され て
ノ｛、′〉 ＿ヽ／■ヽ／＼／＼＿′ヽ＿′ヽ一′ヽ＿′ヽノへ－′ヽ′■＼／‾＼ノ、、＿′ヽ＿／、、（

いるの だと思 います 。

世 田谷 で は6 月 か ら毎 日午後 4 時～ 1 0 時ま での 常設 を始 め ま した。他 に4 カ所 で 遇 1～ 2

回の 常設を して います 。常設化 に向けて は人 や電話 、お金 な ど様々 な問題 があ ります が、 子

どもた ちの成 長 を支え るための 一 つの柱 と しても っとも っと広 が ってい くよ うに した いも の

だと思 って います。

最後に

今 回の 『子 ど もの 日チ ャイ ル ドライ ン実 施報 告書 』以 外にも チ ャイル ドライ ン支援 セ ンタ

ーでは、子どもや親が悩みを抱えたときに安心 して相談できる全国2 4 6 団体を網羅 した『子

ども と親の ほ っ とガイ ド』。 チ ャイル ドライ ンの活 動や 理念 、社 会 的な役 割 が丸 ご と分廿 る

『 チ ャイル ドライ ンをつ くろう ！』 を発行 してい ます ので 、活 用 して下 さい 。冊 子 ご希 望 の

方は、 チ ャイ ル ドラ イ ン支援 セン ター （0 3 －3 4 4 7 －9 2 2 4 ） までお 申 し込み 下さ い。

子どもの権利条約 案5 2 号・2 0 0 0 年 10 月 15 日号 ∠』



C LO SE
ェ U P ①

チ ャイル ドライン、

各地でスター ト

～地域か らの子ども救済～

日本 の あ ち らこち らで 、実 践 が スタ ー トした 、 チ ャイル

ドラ イ ン 。世 田谷 は 、 さな が ら 『元 祖 チ ャイル ドライ ン』

とい う こ と に な る の で し ょ う 。

昨年 と一 昨年 、 そ れぞ れ 2 週 間試 行 実施 を しま した 。期

間中 は、 い つで も か け られ る よ う にと2 4 時 間体 制 で した 。

終わ ってみると、一昨年は 1 ，0 6 9 件、昨年 は 1．2 5 3 件

の電話の数だ ったのです。

今年 は 、 い よい よ 常 設化 を と準 備 を してき ま した 。 6 月

1 日の 午 後 4 時か らス タ ー トしたの で す 。私 達 の力 量 を考

え、現 実 に即 した か た ち で …と い う こと で、 午 後 4 時 か ら

1 0 時 ま で 3 6 5 日 と決 め ま した 。受 ける 電話 は 1 台 か ら。

年中無休 とい うの は 、試 行 を行 った時 の よ うに 、 2 週 間 と

いう限 りある 中 での 『無理 を 承 知 で 』 とい う訳 には い き ま

せん。

子 ど もへ の 広 幸削ま、 6 月 1 日を前 に して 、学 校 を通 して

のカー ド配 り。 ス タ ー トの 頃 は、 1 日 （ 6 時 間 ） 3 0 件 位

でした が、だん だん 件数 は減 り、日曜 日・ 夏 休 み は 1 日 2 、

3 件 と い う日が 続 きま した 。

そ こで 夏 休み 明 け には、ふた た びカー ドを 配布 しま した 。

学校交換便 に入れてか ら 2 日後 には、 3 0 件～ 5 0 件電話が

入って き ま した 。 この 時 か ら電話 を 2 台 に増 や して おい た

ので す 。

か け て くる 電話 の 中 に はお た め し電話 も 含 ま れ てい ま す

が（内 容 は まだ分 析 して い ませ ん） 友 達の こ と、 い じめ の

こと、 親の こ とな ど、 傾 向 は試 行の 時 とあ ま り変わ りま せ

ん。け れ ど、 自分 自身 の 内面 の 問題 に関 して は 、常 設 化 し

たか ら多 くな って い るの かな あ とい う感 触 を もち ま した 。

しか しま だ 5 ケ月な の で 、 これ か らい ろ い ろな こ とが 解 っ

てく る の で し ょ う 。

（ ニ ュ ー ス レ タ ー 3 6 号 ・ 4 2 号 と合 わ せ て 読 ん で 下 さ い

ね！！）
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市民 フォー ラム・レポー ト①

い じめ や体 罰 、虐 待 な どに苦 しめ られ て い る子 ど もた ち

を一 刻 も早 く救 済 し、地 域 の 中で 市民 が 子 ど もた ち とパ ー

トナー シ ップを 築 きな が ら子 ども 参加 を実 現 して い くた め

に、全 国各 地 の 自治 体 レベ ル・ 市 民 レベ ル で子 ども の権 利

条例 づ く りが 進 め られ て い ます 。 1 9 9 8 年 の川 西 市 「子 ど

もの人権オ ンブズパーソン条例」、 1 9 9 9 年の箕面市 「子

ども条例」、 2 0 0 0 年制定予定の川崎市 「子どもの人権条

例」 な ど は記憶 に新 しい と ころ です 。

東京都で も、「子 どもの権利条例」制 定にむけた動きが

あります。 19 9 8 年 7 月 には、東京都児童福祉審議会が子

どもの権利の救済制度と して第三者機関の設置 と子どもの

』

子どもの権利集約 第5 2 号・2 0 0 0 年 10 月 15 日号

権利 条 例 制 定 に つい て 提 言 しま した 。 1 9 9 4 年 4 月 に は 、

東京都青少年問題協議会 （生活文化局所管）も、子 ども救

済のための第三者機関の設置と総合的な条例制定 について

答申 しま した 。 この よ うな 動 き を受 け て、 福 祉局 ・ 生 活 文

化局・教育庁・ヲ総務局の各局にまたがる庁内検討会である

「子どもの権利条例 （仮称）研究会」が設置され、条例づ

くりをめ ざ した 検討 が 始 ま って い ます 。

他 方で 、石 原 矢口事の も と、 1 9 9 9 年 1 1 月 に は、「心 の東

京革命」取組み方向素案が出され、2 0 0 0 年 8 月にはその

「 行動 プ ラ ン」 が 提 案 さ れて い ま す 。「子 ど も の権 利 条 例 」

に逆 行す る取 組 みが 精力 的 に進 め られ よ う と してい ま す 。

この よ うな東 京 都 の状 況 を踏 まえ 、子 ども の権 利 条 例 づ

くりへ の 参 加 を 目 的 と して 1 0 月 1 日 は 設 立 さ れ た の が

「 子 ど もの 権 利 条 例 東京 市民 フ ォー ラム 」 で す 。 東 京 市 民

フォーラムでは今後、「心の東京革命」等の都政の動きを

注視 しつつ 、各 地 の子 ども の権 利 条 例 づ く りの経 験 と蓄積

を踏 まえ な が ら、 市民 の 側 か ら積 極 的 に 「東 京都 子 どもの

権利条 例 」 づ く りに参 加 してい き ま す 。具 体 的 に は 「子 ど

もの権利条例」 に関する情報・経験・ 意見交流のための集

会、学 習 会 な どの 開催 、情 報 ネ ッ トワ ー クづ く りな どの活

動を行 って い く予 定 です 。 詳 しくは 、東 洋 大 学社 会 学 部森

田明美 研究 室 （ T E LO3－3945－7481）まで。



C LO SE
ロリ P ②

r 奉仕」義務化で、
少年事件が解決するのか？

－教育基本法改正問題から

喜多 明人

去る 9 月2 2 日、森首相の私的諮問機関である教育改革国民会議

の中間報告が 1 7 の提案と してまとめられ、首相 に提出された。首

相が強く望んでいた 「教育基本法改正」問題 は、「国民的な議論が

必要」と述べるにとどまった。その結果次期国会での改正案提出の

線はなくなったが、首相の好きな “滅私奉公け的な 「奉仕」活動の

義務化が中間報告の提案どおり小・中・高校に導入されれば、実質

的には教育基本法の理念の修正とな り、将来の基本法改正に道を開

くこ とになろ う。

教育基本法は、「個人の尊厳」（前文）、「個人の価値」（ 1 条）を

基本的な理念の一つとしているが、個人中／こ＼で、社会・ 国の全体や

“公けの視点が弱い、という批判から改正が求められてきた経緯が

ある。そ の よ うな改 正 を望 む背 景 には 、「みん なの た めに」 と い う

奉仕精神が身につけば、人を傷つけた りする少年犯罪が抑制できる、

との考え方が見え隠れする。

では、いまの少年事件が「みんなのために」的発想の奉仕活動の

強制で解決するのか。今年続発 した 1 7 歳の諸事件を通 して弓重く感

じるのは、彼等の「自己の存在感の危うさ」である。現実の生活の

中で自己の存在感をもてず、いわば「不在感ス トレス」を背負いつ

つ、苛立ちや苦悩を抱えた子ども、若者たち。子どもの権利条約に

即して言 え ば、子 どもの権 利 と して のア イデ ンテ ィテ ィの危機 であ

る。そのような現状認識に立つと、滅私的「奉仕」の押 しつけは、

ますま す子ど もたち の “自己不 在感叩 を募 らせ るだ けだ と思 う。

教育基本法の改正理由の一つとして「個人主義」がやり玉に挙げ

られているが、では戦後5 0 余年、学校や家庭、地域社会で本当に

子ども を 「個 人」 と して大切 に してきた ので あろ うか。親 の手 抜き

の「わ が まま」 放 任で はな く、子 ども を一 人 の人 間 と して尊 重 し、

その尊厳と個人の価値が尊ばれ「人格の完成」が図られていたと し

たら、今 日の よ うな事 態 は生 まれて こなか った よ うな気 がす る。

わた しには、今日の少年事件から教育基本法の改正へと連想する

のは誤 りだ と思 う。む しろ、教 育基 本法 の考 え方 が浸透 して いない

ことに問題がある。それは、戦後、日本の文教政策がむ しろ教育基

本法の 理念 を 形骸 化さ せ‾こきた こと にも よる が、 それ だけ でな く、

一方で「個性尊重」をうたいつつ、他方 「みんな同じがいい」とい

う発想 が同居 して いる こと に無 自覚 な まます ご してきた学 校現 場 に

も責任がある。そういえば、国民会議も、中間報告の冒頭で「『だ

れでも同 じに』では、結局、一人ひとりの個性の発揮を停滞させ」

といいつつ、もう一方では、「小・中学校では 2 週間、高等学校で

は1 ケ月間、共同生活を行 う」「満十八歳の国民すべてに一年間程

度…奉仕活動を義務付けることを検討する」と全国画一的な奉仕活

動の義務化を無頓着に言 っている。教育基本法をもう一度読みなお

して見 ません か。

市民 フォー ラム・レポー ト②

大阪に在住するすべての子どもの権利実現のための施策推進を求

めて、 1 0 ／ 6 「大阪子ども政策 フォー ラム 2 0 0 0 」（呼びか

け／子 ども情報研究センター）を開催。 1 3 市民団体からの意見発

表と「Jtl西市子 どもの人権オンブズパーソン」の堀正嗣さんからの

特別報告、そして意見交流を行いま した。

各団体の問題提起から、子どもへの権利侵害はなお厳 しく、 しか

しながら権利侵害への社会の認識が極めて弱いことが、今改めて浮

き彫 りにな りま した 。そ の中 で、市 民 による 子 どもの声 を聴 く相談

活動や権利侵害を解決していこうとする努力が様々に行われている

ことを交 流、 問題 を克服 して い くための 具体 的な 提案 も多 く出さ れ

ました。

今後の子ども政策には、こうした市民・民間団体が担 ってきた子

どもの権利擁護活動の実績をバ ックア ップ し、さらにすべての子ど

もたち に行き 届 くシステ ムを つ くるこ とが求 め られて います 。そ の

ためには、権利擁護の拠 り所となる 「大阪府子 ども権利条例」の策

定が重要であ り、その過程においては、子 ども・ 市民の参画が大切

である ことが確認 され ま した。

「大阪 府子 ども栄誉合 ビジ ョン」の 目標年 次 を前 に、各 団体 か ら提

出された レポ ー トを整理 し、政 策提 言 と して大 阪府 及 び府内 自治体

に提 出す る予 定で す。次 回フ ゝ－ ラム は 1 1／ 1 7 「川 西市子 ども

の人権オンブズパーソン条例」策定の取 り組みについて吉永省三さ

んに話 していた だき ます‘。

子どもの権利条約フ ォーラム2 0 0 0 in 群馬だ より v ol．3

植原 俊子（現地実行委員長）

◇第 4 国学習会・不登校から見えてきたもの

去る 9 月 1 0 日、「パスの会」とい う不登校児のサークル活動を展

開して いる 方々 が 中心 に な って 、 1 0 0 名 を こえ る参 加 者の も と学

習会 を開き ま した 。

中学 3 年間不登校で、今は大学生の青年が「ずっと学校にとらわ

れて いて、 と らわ れな くな った りと、今 もその くりかえ しです が ‥・

学校 に行か ない と、 オ レはも うだめ なん だ ‥・母 は ヒステ リイ起 こす

し、家庭 は ぐち やぐち ゃにな つて …」

またある母親は「子 どもが不登校になって、学校からは責められ、

■■子育て失格者”という扱いを長い間受けたきた」「オヤジの会」の父

親は「でも…今だに揺れている」と心の内を率直に語 って下さった。

私は、学歴社会にはじかれた子どもや親の悲鳴は私たち自身の押

し殺 してき た声 ではな いか －と深 い感毒名を受 けま した 。

◇第 5 国学習会・親の子育てと子どもの権利条約

10 月 1 5 日、子どもの権利条約研究の草分け的存在である、法政

大教授永井憲一先生を迎えての講演会を実施 しました。ご出身が地

元高 崎だ とい うことで和 やか な雰囲 気で 盛会で した。

ユーモアな詰 っぶ りで権利条約が生 まれた理念から話を起 こさ

れ、条文 解釈 が実 に分 か りや す く、あ っとい う間の 2 時間 で した。

◇ 1 1月 2 5 日 （土）2 6 （日）当 日フォーラムに向けて

これまでの 5 回の学習会を通 して、子どもの問題状況がどんどん

見え てき ま した 。「子 どもの 権 利を 考え る こと が、 この 状況 を切 り

拓くキ ー ワー ドで ある」 と思 います 。

どうぞ草深き上州 一高崎へおでかけ下さい ！！

子どもの権利集約 第52 号・ 20 0 0 年 10 月 15 日号 ∠』



小第 2 国子 どもの商業的性的搾取 に反対
する世界会議（横浜会議）にむけた動き

～子ども・若者参加を中心に～

要 友 紀 子 （工クパット・ ジャパン・関西・ユース）

来 年 1 2 月 に横 さ兵で 、 日本 政 府・ 国 際 工 クパ ッ ト・ ユ ニ

セフの共 催 によ る 「第 2 国子 ども の 商業 的 性 的搾 取 に反 対

する世 界 会 議 」 が 開 か れ る 。 1 0 月 には 国 会 議員 ・ 関係 省

庁・ N G O 代表 らで構成される国内委員会 が外務省の呼び

かけで発 足 した 。

横浜会議で期待されるのは「子 ども・若者参加」である。

前回の ス トック ホル ム会 議 （ 19 9 6 年 ） で採 択 され た行 動

綱領 で は 「子 ど もの 権 利 の 唱道 者 と しての 青年 及 び 子 ども

のネ ッ トワ ー ク を 確 認 あ る い は 設置 し、支 援 す る 。 ま た 、

子ども を、 そ の 発 達能 力 に応 じ、彼 らに関 す る政 府 及 びそ

の他の計画の開発及 び履行 に参加させる」 とされ、子ども

の性 的 搾取 を な くすた め の 子 ども・ 若者 の 参加 を 求 め てい

る。

ス トッ ク ホル ム 会 議 で は若 者 グル ー プ を 設 置 した だ け

で、国 内企 画 委 員 会 に は参 カロで きな か った が 、行 動 綱領 で

「 子 ども・若 者参加」 の重要性 を確認 した後、この精神 に

基づ い て IY P P P と い う 若 者 の 国 際 組 織 が で き た 。 この

I Y P P P が中 心 とな って 実施 したの が今 年 5 月 にマ ニラ で開

かれた世界若者会議である。このマニラ著者会議 は、当事

者やサ ポ ー ター と して の子 ども・ 若 者 同士 が エ ンパ ワー メ

ントし合 い、 必 要 な情 報 や 救済 手 段 を要 求 して い くた めの

重要な 場 にな る と とも に、 あ らゆる 段 l唱にお け る子 ども ・

若者参 加 に よ って フ ァシ リテ 一 夕ー の養 成 とネ ッ トワーキ

ングの 確立 を 実現 した 。

した が って横 浜会 議で は 、 ス トック ホル ム の行 動綱 領 の

各国における実施状況の検証と、マニラ若者会議の成果を

踏ま え た 、継 続 的 な 若 者 参 加 を 果 た さ な け れ ばな らな い 。

そのためには、単なる会議そのものへの若者の参加のみな

らず、国内委員会を含む横浜会議準備過程か らの子 ども ・

若者参加が不可欠で、少な くとも子ども・著者の運動グル

ープ代表及びマニラ会議の議論を共有 した若者がこれまで

の自分 た ちの 活 動成 果 を十 分 に発 揮 でき る よ う、運 営・ 企

画・ 立 案構 成 員 と して認 め られ るべ き だ ろ う。

ただ、 ここでの子ども・若者参加の権利性は、子 ども ・

著者という理 由だけで大人と対等な参画・意見表明権が認

められな い と き に初 めて 発 生 する 。 子 ども ・若 者 で あ って

も大人 同 様 、 自発性 な ど活 動 内容 を 評価 ・ 検討 され て しか

るべきだろ う。一方、当事者性 は、重視すべき反面、被害

者が ど う して も運 動 の矢 面 に立 た さ れ る （自分 の被 害 者性

を語 らせ られ る ）実 態へ の配 慮 が望 ま れ る。

※工 クパ ッ ト・ ジ ャパ ン・ 関西の新刊 r約束 を果た すた

めに』（￥10 0 0 ） ‥ ‥ス トックホル ム会 議再録 、マ ニ

ラ若者会議の ため にユース メンバーがつ く ったナ シ ョナ

ルレポー ト、翻訳 した国際 工クパ ッ トの資料 な どな どが

満載 ！！お求 めは、yk an a m e＠m b ．infow e b ．0「．jp また

はT E L／FA X O 3 －3 5 3 0 －9 0 6 3 まで ！！

クレイグ・ キールバーガー講演会

（2 0 0 0 年 1 0 月4 日 （水） カナ ダ大使 館 シア ター ホー ル）

報告 ／ 安 部 芳 絵 （子 どもの権利条約ネットワーク）

子 ども の 力 で世 界 を 変え る、 そん な こと を実 際 にや って

のけた の が現 在 17 歳 の ク レイ グ・ キ ー ルバ ー ガー 君 です 。

1 2 歳 の 頃 、 フ リー・ ザ・ チ ル ドレン を設 立 。 以 来 、 児童

労働 の現 状調 査 の た めパ キ ス タ ンな ど南 ア ジア を訪 問 し、

厳しい状 況 に あ る子 ども たち の 現実 に触 れ 、そ の状 況 を世

界中 に訴 え て き ま した 。 ク レイ グ君 は、児 童 労働 は大 き な

問題で す が 、少 しの こ とか らで も社 会 を変 え る事 がで き る 、

とい いま す 。

ま た 、 ク レイ ク君 は開発 国で も先 進 国 で も子 どもの 権 利

に関 す るギ ャ ップが 見 られ る、 と い いま す 。開 発 国で は児

童労働 に象 徴 さ れる よ うに 「あ ま りにも 多 くの 責 任 を背 負

つて い るが 、権 利 の な い」 状 態 に あ りま す 。一 方 で 、先 進

国で は権 利 が保 障さ れ て い る よ うに見 せ か け られ て い ます

が、実は「子 どもたちの声 は社会へ届かず、責任もほとん

』

子どもの権利条約 案5 2 号・20 0 0 年 10 月 15 日号

どな い 、つ ま り社 会 で の役 割 が少 な い」 とい う現 実 が あ り

ます 。

日本 で は 「 1 7 歳 ＝少年 犯 罪 」 と い うイ メー ジ がメ デ ィ

アに よ って 浸 透 して き ま した が 、 その 1 7 歳 で あ る ク レイ

ク君 は 、来 日中 に法 務省 を訪 問 しま した 。少 年 法改 正 に つ

いて は 「罪 を 犯す の に はそ れ ぞれ に 理 由が あ り、厳 罰 化 で

問題 は解決 す る のだ ろ うか ？む しろ 社会 参 加 こそ 、 問題 を

解決 す る糸 口 にな るの で はな いか」 とコ メ ン トしま した。

リー ダ ー シ ッ プ や コ ン フ リ ク ト角琴決 の 技 術 、 権 利 な ど を

身につ ける こと も重 要 であ り、市 民 と して の 子 ど も参 加 が

求め られて い ます 。



や

刑罰適用年齢の引き下げについて

網野 利 夫 （全司法）

私は家庭裁判所調査官を しています。少年法 は非行少年

の立 ち直 りとそ れ に よる 社会 の 防衛 を中 心 とす る との認 識

のも とに 仕事 を して きま した 。刑 罰適 用 年 齢 を 1 4 歳 まで

下げるの には反 対 です 。

刑 罰 の 中の 懲 役 は作 業 を お こな わ ね ばな りませ ん 。 中学

生にそ うする の は憲 法・ 教育 基 本 法 に抵 触 します 。 法案 は

1 6 歳までは刑罰 を受けても少年院で矯正教育 をすること

ができ る と しま した 。 法 案 自 体 が 、 1 4 ． 5 歳 に 刑罰 を受

けさ せ るの に は無理 が あ るの を認 め た わ けです 。

現在、家裁の運用で は、交通事件につき罰金 目的の刑事

処分が多 用されています。中学生の無免許運転への罰金 は

有害無益です 。一般事件で は立ち直 りの可能性 を考えて、

刑事 処分 を厳 しく選 別 して い ます 。 調査 官 も 、刑 事 処分 相

当との 意 見 は何 年 か に一 度 出 す くらい で す。 中 学生 で非 行

性の進んだ少年 は、幼少時か ら劣悪な環境で育った者が多

いです。突然 に重大事件を発生させる少年は性格の隔た り

が大 き い 者 で しょ う。 とも に刑罰 で な く矯 正教 育 が 適切 で

す。た とえ 法 案 が 成 立 して も 、 1 4 t 5 歳 で 実刑 とな る 少

年は ご く少 数 で しょう 。

この よ う に無 理 が あ り、対 象 が ごく少 数 と思 え る法 案 を

実現 させ よ うと して いる の は他 に 目的 があ る か らです 。非

行を する 前 の予 防 と い う 目的 と 、少年 一 般 を 対象 と した 規

範意識 の 強 化 とい う目的 で は 、後 者 が本 命 で す。 ただ 、 少

年たちがつかまるのを心配す るのは行為 後です 。法 の存

在は 予 防 に は役 立 ち ま せ ん 。

規範意識は幼少期か らの親の監護、社会の 「規範」 に則

つた動 き か ら身 につ けて い くもの で し ょう。 です か ら、 立

案者 の 思 い通 りの 目的 は 達 成 さ れ な い で しょ う。 しか し、

立ち 直 りとそ れ に よる 社 会 の 防 衛 を 中心 と した 少 年 法 が 、

中心 は変わ らない と して も変 質 す るの は確 か です 。

見逃せ ないのは、規範意識 の強化を はかる動 きは、憲

法・ 教 育 基本 法 の 動 き と連 動 して い る こ とです 。 その 旨の

法相の 発 言 が本 年 1 0 月 1 1 日付 朝 日新 聞 に掲 載 され ま し

た。法相は 「社会全体の規範意識、責任 と義務、個と公の

関係」 に言及 しま したが 、権 利 に言 及 した との記 載 はあ り

ません で した。「滅 私」 とま で はい かな くて も、「私」 が 大

切に され な い方 向 に い くの か と心 配 で す。 と にか く、法 案

が青少 年 対策 の 中 で ど う位置 づ け られ るの かの 検 討 をす る

必要 性 を法 相 は私 に気 づ かせ て くれ ま した 。

私 は去 年 行 わ れ た 、 子 ど も の 権 利 条 約 フ ォー ラ ム で

“F re e The Chi】dren－’と出会う機会がありました。私と

同じ年の 少年 が 世界 中 の子 ども た ち に、手 を の ば してい る

とい う事 実 を知 り、私 は とて も驚 き ま した 。

そ れ は、私 が 社 会的 問題 点 で も ある “児 童労 働 ” を矢口ら

なか った の で はな くて 、 “貧 しい 国 で は沢 山 の子 ども た ち

が、学 校 にも行 け ず、 家族 を守 るた め に 、働 いて い る’’と

いう事が 、 テ レ ビな どで小 さい 頃 か ら固定 観念 と してあ っ

たよ うな 気 が しま す。

今 回 、 ク レイ グ君 の 話 を聞 かせ ても らって 、私 は大 き な

ショックを 受 けま した 。 自分 よ り幼 い子 ども が 、体 中 にた

くさ んの 傷 を作 り、大 人 か らは ま るで 、奴 隷 の よ うに働 か

され 、 さ らに大 人 か ら暴力 を 受 けて い る。

子 ど も には、 無 限の 夢 、そ して 、無 限の 才能 が あ り、 そ

の夢 や才 能 をの ば す環 境 が必 要な の で はな いで し ょうか 。

現在 、 “F re e The Children－’などの活動により、世界で

6 0 万 人 の子 ど もが 、学 校 に通 え るよ うにな った そ うで す。

私 達 は今 、 この 8舜問も幼 い命 が危 険 に さ らされ 、 それ で

も自由 を求 めて い る子 ど もた ちの 声 に 、 も っと耳 を かた む

け、 協 力 し合 うべ きな の で はな い で しょ うか 。そ して 、 こ

の事 実 を きち ん と受 け とめ られ る心 が、 私 た ち一 人 ひ と り

に必 要な んだ と感 じま した 。

訂正 とお詫び

前号 （51号） に以下 の ような誤 植が あ りま した。訂 正 して

お詫び 申 し上 げます 。

＊P 2 上段左 「富 山県 小杉町 の取 り組 み」

4 段落 3 行 目 「加わ って、 主体 となる～ 」以降 削除。

大変 ご迷惑 をおか け しま した。 どうもすみ ません で した 。

（編集担当）

＊ P 2 － 3 C L O S E －U P タ イ トル

誤：「地 域か らの子 どもの権利条 約づ くり」

正：「地 域か らの子 どもの権利条 例づ くり」

子どもの権利集約 第5 2 号・ 2 0 00 年 10 月 15 日号 ∠』



賓どもの権利集約雷オー慧溢琵8 0 む諜陵螢画

F メ欝 碓粛藍寮 ど態竃恕撥制ヨ′

企画 ：寮どもの司専制集約蒸ッ准ワーク

協薫∋：繋紬 ドレン諾・ユ タ認諾レス葉菜支局

＜ ラ ウ ン ドテー ブル ＞

前 半 はア メ リカ 大 統領 選 挙 の取 材 の 様子 を、 ラ ウ ン

ドテー ブ ル 形 式 で 報 告 しま した 。 C E の記 者 に な った

きっかけや、実際の大統領選挙 の取材で楽 しか った こ

と、 大変 だ った こ と、 ア メ リカ と 日本 の 選挙 シス テム

の違 い な ど を 報告 しま した 。 フ ロ ア か らの 質 問 に は 、

メンバー の 中 で意 見 の相 違 が み られた り、 日頃 の活 発

な意 見交 換 が 目 に浮 か ぶ よ うで した。 後 半 はあ らか じ

め希 望 によ ってふ りわ け た グル ー プ に分 かれ て デ イス

カッションを行ないました0 餞

＜ グル ー プ・ デ イス カ ッシ ョン ＞

『少年犯罪』担当 ：飯塚信吾（感想）／柳田正芳（内容）

＜ 内 容 ＞夏 休 み に 派手 な 格好 を してい た らある 疑 い を

かけ られた 、 とい う体 験 か ら、 メ デ ィア の報 道 の 仕方

が「 1 0 代 ＝凶 悪」 の 考 え方 を社 会 に 広 め て い るの で

l 十 」」 ：■■－爪 ＝；ニ＿ て7 ≠こ二審 7ヾ ノーゝ F々 ぢ「］ヨ：P 爪 ＿′・J ＿ ÷ブ★ヽ 士ヽさ 」し

「メディアと子 どもの権利」報告
2 0 0 0 年 9 月2 4 日 （日）国立オ リンピ ック記念 青少

年総 合 セ ン ター にて 、子 ども の権 利 条約 フ ォー ラ ム

2 0 0 0 の プ レ企画 と して 「メデ ィア と子 どもの権 利」

と題 したイベ ン トが行な われ ま した。 この プ レ・ フ ォ

ーラム はパー トナー団体 である チル ドレンズ・ エ クス

プレス東京支 局のメ ンバー とC R C ネ ッ トの子 ども会 員

が中心となって企画運営 しま した 。



『私 の居 場 所 って ど こ だ ろ う ？』

担当 ：吉田雪絵（内容・感想）／佐藤美沙

＜ 内容 ＞自己紹介の時 に、「自分が一番安心する居場

所は どこ ？」 と い う質 問 に答 え て も らい ま した 。 その

後、子 ど もた ち が求 め て い る居 場 所 は どの よ うな 場所

なのか、また、そのための情報が今のメディアで十分

に提 供 さ れて い るの かを 考 え ま した 。メ デ ィア に頼 る

ので は な く、 自分 か ら情 報 を得 る こ とが 大切 だ 、 の よ

うな 意見 が で ま した 。

＜ 感想 ＞1 人 1 人の正確が違えば、「自分 が安心 する

場所 」 が 違 って 当 た り前 。 こん な に も簡 単 な こ とを早

く自分 も気 づ い てい れ ば 、い ろ い ろな こと に追 い 詰め

られ な くてい い ので は な いか 、 と思 い ま した。 子 ど も

の近 くに いる 誰 かが 手 助 けを して あ げる ことも 大切 な

ことな ん だな 、 と思 い ま した 。 今 回の プ レ・ フ ォー ラ

ムは とて も楽 しか った です 。

『身 近 な 話 題 を ＝ ユー ス に しよ う ！』

担当 ：那須香沙梨（感想）／安部芳絵（内容）

＜ 内容 ＞小学 校 で 「思 い こみ 」 か ら生 じた ある 事 件を

話し、 次 に参 加 者の 身 近 な 「現 場」 で 同 じよ うな 問題

があ る か ど うか を聞 き ま した 。 参加 者 の抱 える 問題 は

様々 で したが 、 そ こ には 「客 観 的事 実 を 直視 して いな

かった か ら生 じた」 とい う共 通 項 があ りま した 。身 近

な話 題 も 客観 的 に見 て い く こ とで誰 もが 記者 にな れる

ことに気 づ いた 話 し合 いで した。

＜ 感 想 ＞私 はC E の 記 者 に な っ た ば か りで、 記 者 って

特別 な ことの よ うに考 え てい た け ど 自分 の 「現場 」 か

ら問題 を一 生 懸 命考 え て発 言 してい る 人 たち は み な記

者な ん だ とい うこ とに気 づ い た 。話 合 いの 大 切 さ も心

に残 った 。私 は これ か らもた くさん の記 者 た ち に会 い

たい と思 った 。

プレ・フ ォー ラムの 詳 しい報告 は、『プ レ・ フォー ラム報告 集』

でご覧になれます。送料込み 1 0 0 円でご希望の方に配布 しま

すの でご希望 の方 は子 どもの権 利条 約ネ ッ トワー ク事 務所 まで

お問 い合 わせ くださ い。

『幸 せ に な る には ど う した らいい の ？

…幸 せにな る方法 （コツ）教えます ！』

担当 ：前田海嘉（感想）／林大介（内容）

＜ 内容 ＞まず 、 は じめ に 自 己紹 介 を兼 ね て 参加 者そ れ

ぞれ か ら 「どん な 時 に幸 せ を感 じる か」 を話 して も ら

いま した 。「幸 せ 」 と い って も ひ とそ れ ぞ れ で、 話 を

深め て い く につ れ て、 幸 せ にな る ため には ど う した ら

いいの か 、へ と広 が りま した 。 参加 者 の 中 で意 見 が一

致した の は、 幸 せ にな る ため には 自分 の ことが 好 き に

ならな けれ ばな らない 、 とい うこ とで した 。

＜ 感 想 ＞ 「幸 せ だ と思 うと き は ど ん な と きで す か ？」

と聞 く とあ ま りに も違 った答 え が か え って きて 驚 き ま

した。 幸 せ にな る 「コツ」 で は 、「自分 を好 きに なる 」

以外 に 「赤ち やん にな る」 とい うこ とで 答 えが ま と ま

りま した 。少 しず つの 幸 せを 大 切 に して 、 人も ー緒 に

幸せ に してい ける よ うな 人 間 にな って い け た らな あ と

思 いま した 。

『なぜ人 は人を殺 して はいけないの力l』

担当 ：土田朋水（感想）／神 陽子（内容）

＜ 内容 ＞ア メ リカ で の取 材 の 際 に 、「な ぜ人 は人 を 殺

して は い けな い の か」 と い う問 い に答 え られ な か った

経験 を も と に、 意見 交 換 を行 な い ま した 。そ の理 由 に

つい て は様 々 な 意見 が 出 され ま した 。 自分 の 命 と引 き

換え な ら人 を 殺 して も い いの か 、な どと参 加 者 か らも

問いが莞せ られ、結果的には話合いの前後で違う考え

にな った人 もい た よ うで す。

＜ 感想 ＞この質 問には参加者そ れぞれの理 由があ っ

た。み んな が 自分 の 考 え をも ってい る こ と に僕 は嬉 し

かった 。 この 質 問、 誰 で も一 度 は 自問 した こと があ る

ので は ない だ ろ うか 。「人 を 殺 して も何 も生 み 出 さ な

い」 と い うの が僕 の 答 えだ 。 人 を殺 した と ころで 何 か

生み 出 した と して もそ れ は哀 しみ だ け じやな いの か ？

子どもの権利条約 案52 号・20 0 0 年 10 月 15 日号 ∠』
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何 かとイ ベ ン トが 目白押 しの この季 節 。運営 委員 は子 どもの権 利

条約 ネ ッ トワー ク （以 下 、 C R C ネ ッ ト） 以外 で も活 動 して いる 行

動派 ＝ ？） が多 く、様 々な イベ ン ト＞ を掛 け持ち してい ます 。も

ちろん 、C R C ネ ッ トでも 第 1期 学習講 座 を終え たと 同時 に、次 はプ

レフ ォーラ ム、そ して 子 どもの権 利条 約フ ォー ラム2 0 0 0 とイベ ン

トが 続 き ま す 。 そ う した 中 、 先 日行 わ れ た プ レフ ォ ー ラム で は 、

C E 東京支局のメンバーをはじめ、10 代 2 0 代 （の運営委員）の活

躍が 目立 ち ま した。そ のた めか 、企画 会議 でも斬 新な アイ デ ィア が

繰り広 げ られ 、 これか らの 活躍 が期待 され ると ころで す。 しか し当

日の参加 者 はそ れほ ど多 くはな く、子 ども・ 著者 の声 を伝え てい く

ための力 が まだ まだ不十 分だ とい うこ とも改め て認識 しま した。

さて、 子 どもの 権利 条約ネ ッ トワー クは、 この ニ ュー ス レター が

皆様のお手元に届いて数週間後の 1 1月 1 7 日に、設立9 年を迎えま

す。子どもの権利条約があまり知 られていなかった頃から権利条約

の批准を政府に求め、その存在と精神を社会に訴えて、9 年が経つ

ことを考 える と、想 い はひと しおで す。

そこで、運営委員会では、設立 10 周年を迎える来年度に、何か

記念 した イベ ン トを行お う ！！、 と考え てい ます 。先 日の運 営委員

会で 1 0 周年企画についてのブレインス トーミンク（実現可能性を

問わず に とに か く意見 を 出 し合 うこ と） を行 った と ころ、「記 念講

演」「国際シンポジウム（子どもの権利委員を招く、アジアの子ど

もとの交 流な ど）」「ジ ュネー ブス タデ ィー ツアー」「C R C ネ ッ トグ

ッズの作成・ 貝反売」 な どな ど、様 々な アイ デ ィア が出 ま した 。

来年度の活動方針に盛 り込む予定のため、今後の運営委員会で検

討していきますが、皆様も「C R C ネッ ト1 0 周年企画」を企画 して

みませんか？「私たちの町での条約学習会」「会員同士の意見交換 ・

交流」など、東京周辺だけではなく、全国の会員が何 らかの形で関

われ るよ うなオ リジナ リテ ィーあ ふれる 提案 をお待 ち してい ます。

また、「C R C ネッ ト10 周年企画」に先立ち、2 0 0 0 年度第2 期学

習講座についても準備をすすめています （2 0 0 1年 2 月～3 月を予

定）。こちらへの皆様のご協力・参加もお待ち しています。

（C R C ネ ッ ト運 営委員 会）
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☆『国際化時代の人権入門』監修 ：日高六郎

編集 ：神奈川人権センター

（神奈川人権センター、1 9 9 7 、2 0 0 0 円）

人 権 関係の 諸問題 がせ －ん ぶ コンパ ク トに 1 冊 にま とま つて る本

で、手軽に人権全般を見渡せて便利。全 1 3 章の中の 1 章分が子ど

もの人権にあてられています。子どもの人権だけでなく広く視野を

保つのに便利。

☆『い じめ に立 ち 向 か う ーキ ッ ドスケー プ・ トレーニ ング・ガイ ド』

著者 ：ミ ッシェル・ エ リオ ッ ト

ジ ェー ン・パ トリ ック

訳 ：平野裕＝

（ア ドバ ンテー ジサ ーバー 、 1 9 9 7 、2 9 9 6 円）

い じめ を克服 する ため にイギ リス で生み 出さ れた マニ ュアル の翻

訳本。この本は、イギリスの 2 0 0 万人を超える子どもや若者たち

に活 用さ れて いて、 しか も、す ぐ使え る実 践的 なガ イ ドであ り、明

日か らで も活用 する こと ができ ます 。ア クテ ィビテ ィが た くさん出

ているので、ぜひ試 してみて下さい。

子どもの権利条約
の これか ら

一国連・子どもの権利委員会

（C R C ）の勧告を活かす

●子どもの人権連・反差別国際運動

日本養魚会貸

本体価格1714円＋税

学校 で と り くむ

．子 どもの権利条釣

一周 連・子どもの権利勧告 を活かす

●子どもの人権遵・学苛研究委兵舎清

本体価格762円＋税
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